
特掲卜28 1016 精神科在宅患者支援管理料「注 特掲 M-2 M001 体外照射 i2J 高エネルギー

4J 精神科オンライン在宅管理料図 ....・ H ・ ...・ H ・ ..267 放射線治療「注2J 1 回線量増加加算 ・H ・ H・-… . 296 t. 
特掲 M-3 MOO l -4 粒子線治療「注2J 粒子線

治療適応判定加算………・…....・ H ・ H ・ H ・-…H ・ H ・ .. ..297

特掲 N-1 NOOO 病理組織標本作製 i2J セル

フ口 ツ クj去によるもの固， N002 免疫染色(免

疫抗体法)病理組織標本作製図 ・・・H ・ H・-… H ・ H ・ .298

特掲 N-2 N007 病理判断料 ・・ H ・ H ・ .......・ H ・....・ H ・ .299

特掲診療料第9部処置

個別指導の状況.. ・……・…いH ・ H ・…... . ・ H ・.....・ H ・. . .. .… 270

特掲 J-1 J038 人工腎臓・…....・ H ・.. . .・…... . ・ H ・. . …・ 272

特掲 J-2 施設基準 J038 人工腎臓「注lOJ 下

肢末梢動脈疾患指導管理加算 ・….... .. ..........… .273

特掲 J-3 J039 血祭交換療法国 …....・H ・....・ H ・ ...275

特掲 J-4 J045-2 一酸化窒素吸入療法図 -・ー ・ .276 その他

特掲 J-5 J l 1 8-4 歩行運動処置(ロボットス一 介護老人保健施設入所者に係る診療料

ツによるもの) ・… ・・・・… …..… ・ ・・・・・・ ・ ・・・… 277 診断群分類点数表 (DPC/PDPS )

保険外併用療養費

特掲診療料第10部，第11部手術，麻酔 介老1 第3章第 1 部 併設保険医療機関の療養に

個別指導の状況…・・ ・・ …… ........... ... ............... . 280 関する事項 i lJ 緊急時施設治療管理料 ・…H・ H ・ . 302

特掲 K-1 施設基準手術「通則5J 及び「通員IJ 介老2 第3章第2部 併設保険医療機関以外の保

6J に掲げる手術・・・・…・ ・ ・…・・・・・・・・…・・・・ 282 険医療機関の療養に関する事項 ilJ施設入所

特掲 K-2 施設基準手術「通則 1 6J に掲げる 者共同指導料…・・……・・・・・…….. … ー ・ .. .. .303

手術 (K664胃痩造設術) ・・… ・ ・ ・・…・・・・・・・ ・・・・ 283 DPC1 DPC 診断群分類点数表 ... ... ・・ ー・…… 304

特掲 K-3 手術 「通貝IJ17J 周術期口腔機能管理 保外併療1 掲示事項保険外併用療養費 ・ ・ ・ H ・ H ・ ... 305

後手術加算 ・・…・・・・ ・・…・・・・・・・・・・・・・・ 284 保外併療2 掲示事項保険外併用療養費……… 306

特掲 K-4 K022 組織拡張器による再建手術

「リ乳房(再建手術)の場合， K476-4 ゲル 付録

充壊人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除 診療報酬明細書の記載要領等 診療行為名称等の

後) ....・ H ・...... .・ H ・ .. . . .・ H ・ H ・ H ・....・ H ・. . ……・・・・ ・・・ ・ ・・ 285 略号(医科 抜粋) , 摘要欄への記載事項等

特掲 K-5 K 1 90-6 仙骨神経刺激装置植込術… 286 医科 - 抜粋)

特掲 K-6 K546 経皮的冠動脈形成術 i3J そ

の他のもの図， K549 経皮的冠動脈ステン 卜

留置術 f3 J その他のもの図 …....・H ・ .. ...・ H ・ .....287

特掲 K-7 K6 1 5 血管塞栓術(頭部，胸腔，腹

程内血管等) f2J 選択的動脈化学塞栓術・・ ・ … 288

特掲 K-8 K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリ ー

フ状切除によるもの) ・・ H ・ H ・....・ H・-…H ・ H ・. . ..... ・ H ・ 289

特掲 K-9 K920 輸血 . ...・ H ・.... . ・ H ・.. . ....・ H ・......・ H ・ . 290

特掲 K- lO K939-5 胃痩造設時鴨下機能評価加

算 ……・ ・ …・ ・ ・・・・ ・ ・ ・・……・・ ・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・ 291

特掲 L-1 L009 麻酔管理料( 1 ) , L010 麻酔

管理料 ( Il ) ・ H ・ H ・. . .. ・・ ・・ ・・ …・・・ ・・… …・ ・ ・ 292
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その他

介護老人保健施設入所者に係る診療料

診断群分類点数表 (DPC/PDPS)

保険外併用療養費

これまでの基本診療料，特掲診療料のほか，診療録への記載等を

求めている項目があります。

ここでは，それらを整理して収載しています。

・医科点数表「第 3章J 介護老人保健施設入所者に係る診療料に関

する事項 =今項目表示 『介老J

-診断群分類点数表 COPC/ POPS ) に関する事項 =今項目表示

rOPcl 

- 保険外併用療養費に関する事項 二今項目表示 『保外併療』
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第3章第 1 部併設保険医療機関の療養に関する事項
r 1 J 緊急時施設治癒管理料

介護療養型老健施設引 の併設保険医療機関の医師が， 当該介設療養型老健施設

に入所中の患者の緊急H寺、 z に， 当該介護療養型老健施設の医師の電話等によ

る求めに応じ，夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定します判。

胆規定[記載]

併設保険医療機関の保険医が往診を行っ た場合には， 往診を行った患者の状

態，当該介護療養型老健施設の医師の氏名及び往診を行った 日 i時について診療

録に記載する とともに， 診療報酬明調11脅の摘要欄に次の事項x: 4 を記載する。

E国原則として緊急時施設治療管理料を算定するにあたっては，介護療養型

老健施設の医師から往診医への電話による依頼により往診を行った場合

を評価するものであり ， 当該施設の職員が直接，往診医へ述絡 した場合

は算定の対象とはならない。

ただし，患者がシ ョ ックその他病状の著しく変化した場合であって，

緊急の医療処誼等を必要とする状態である場合に限り，当該施設の職員

か ら介護療養型老健施設の医師iへ電話 した上で， 当該施設の医師がやむ

を得ず往診医へ連絡を行う ことができない場合は，必ずしも当該施設の

医師による事前の電話等による求めを行う必要はない。

なお，その場合， 当該忠者の病状等について診療録に記il(l(のこと 。

(平20 . 5.9 医療諜事務連絡)

.記載等のポイント

口介護療養型老健施設の医師から電話による往診依頼があった旨を記載す

る。

口下記の内容を記載する。

-介護療養型老健施設の医師の氏名

.往診した日時

・ 往診を行った患者の状態

口当該管理料を算定した旨を記載する。

.記載例

11 月 1 日

19 ・ 25 併設の00老人保健施設の医師より.Aさんが意識障害・け

いれん発作ありと緊急往診依頼あり 。

施設医師名 6.6.ムム

夜間往診 19: 35-20: 20 

意識レベル: JCS 200 . 全身けいれん

BP : 190/1 20，脈拍 : 110 ， 右片麻簿

DIV ラOテック注500ml+ホスホ 卜Oン750mg

10分後にけいれん止ま り ， 意識清明と徐々に麻簿も改善。

緊急時施設治療管理料

※ l 介護療援型老健施設は，

従来の介護老人保健施設の入

所者より必要な医療処置等の

頻度が多い患者の割合が高い

ことから ， 緊急に医療処置等

が必要となった湯合にその'f!l.

用について医療保険から給付

をするものです

※ 2 患者の緊急時とは， IE識

障害又は昏睡等において当該

介護療養型老健施設の医師l

が， 医師iによる直接の処置等

が必要と判断し，かつ，やむ

を得ない理由で対応できない

場合です

※ 3 患者 l 人につき l 臼 l

回， 1 月 に 4 回に限り算定で

きます

※ 4 診療報酬明細í!Jの摘要欄

に記載する事項

ア)併設保険医療機関の保険

医が往診を行っ た月に介護

保険の緊急l時施設療養賀を

算定 した湯合はその日時

イ)対象患者が当該介護療援

型老健施設の入所者である

旨の記載

( J t主診依頼があった旨を記

載 します

( 2 当該介護療養型老健施設

の医師の氏名を記載します

( 3 往診した日時及び患者の

状態を記載します

( 4 当該管理料を算定した旨

を記載します
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第3章第2部併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事
項 r1 J 施設入所者共同指導料

介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険

医療機関の医師 (以下 「担当医j という)が，介護老人保健施設に赴き，介護

老人保健施設の医師と共同 して，退所後引 の療養上必要な指導を行った場合 | ※ l 退所 して家庭に復帰する

に入所に 1 凹に限り算定できます則。 I 予定の患者が算定の対象とな

胴規定[記載]

施設入所者共同指導料を算定する場合においては， r担当医J は診療録に介

護老人保健施設において行った指導の要点を記入する 。

.記載等のポイン卜

口指導の要点を記入する。

口当該指導料を算定した旨を記載する。

ー記載例

11 月 1 日

施設入所者共同指導料

00老人保健施設入所者。 要介護4 0

11 月末退所予定。 退所先 ・ 自宅。

傷病名脳綬塞後遺症， 認知症

介護者は妻及び嫁。

今後在宅療養に備え， 00老人保健施設の担当医と共同で以下のことに

ついて指導。 妻及び嫁も同席。

訪問診療を予定。

在宅での服薬，食事， 袴提言予防， 危険防止のための対策等

り ， 特別養護老人ホーム等医

師又は看護師等が配世されて

いる施設に入所予定の患者は

算定の対象となりません

※ 2 施設入所者共同指導料を

算定した場合は，初診料，再

診料， 外来診療料，退院l侍共

同指導料，往診料及び在宅患

者訪問診療料は算定できませ

ん

( l 当該指導料を算定した旨

を記載 します

( 2 指導の要点を記載します
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DPC 診断群分類点数表
※持参薬の取扱い

入院中の患者に対して使用する薬剤は，入院する病院において入院中に処方

することが原則であり，入院が予定されている場合に，当該入院の契機となる

傷病の治療に係るものとして，あらかじめ当該又は仙の病院等で処方された薬

剤を患者に持参させ，当該病院が使用することは 「特別な理由J がない限り認

めらません。

胆規定[記載]

「特別な理由J とは，単に病院や医 f:Hî等の方針 によるものではなく，個々の

患者の状態等に応じた個別具体的な到!出であることが必要である。 やむを斜ず

患者が持参 した薬剤を入院中に使用する場合については， 当該 「特別な理由j

を診療録に記載する。

.記載等のポイン ト

くやむを得ず持参薬を入院中に使用する場合〉

口使用しなければならない特別な理由を記載する。

。 厚生労働大臣が指定する病

院の病棟における療養に要す

る賀用の舗の算定方法の一部

改正等に伴う笑旋上の留意事

項について 第 3 費用の算

定方法 13 J その他(保医発

0320第 3 号平成30年 3 月 20

日)

。 診断群分類点数表により l

日当たり定額報酬を算定する

場合は，医科点数表第 5 古1Iの

「投薬」に係る費用について

は，退院後に使用する薬剤の

費用以外は包括されています



掲示事項保険外併用療養費
※入院期聞かr180日を超える入院に関する事頂

入院医療の必裂性が低いが患者側の事↑15により長期にわた り入院 している者

への対応を図る観点か ら， r通算対象入院料 . ; . ] を算定する保険医療機1M!への

1 80 EI を超える入院 ( r対象外患者j ", 2 の入院を |徐く) については， 患者の自

己の選択に係るものとして，その政府を !llit者から徴収する ことができます。

胆規定[記載]

「対象外患者J のうち ， fI 2j は 「釘l回に |硲綴l吸引 ・排出を実施している状

態」 であり， rll容綴|吸引，干渉低周波去波探による l格疲排出 j ， r気管支カテー

テル薬波注入法j を， r当該月において J EI に 8 回 (夜間を含め約 3 11寺 !日l に I

回程度)以上笑施している 日が20 EI を越えること」と定められている 。

こ の rJ 2 j に係る 「頻回に |格疲 l吸引 ・釧tI:\ を笑施している状態」 について

は，ランク B '." 以上に該当するものが対象となるものであ り，ランク B 以上

に該当する旨及びl格疲l吸引又は干渉低周波去綴協によ る l溶疾却|出の内容 ( 11約炎

l吸引等の頻度， 1熔疲|吸引に伴う 持|一淡処世等)について ， 診療報酬明細11mに記載

する。 また， 抵i回の |仰炎l吸引を長W!問必裂とする.f1J!山 (気管切 IJf!等の呼|倣管恕

を行っておらず，かつ， 長賜l問W~淡|ルJ 1 を実施 している場合は，特にその耳目山

を診療録に記;1現する) 及びその内科 ( 1仰炎!倣づ|等の頻度， 11容淡 |吸引 に伴う捌淡

処hJ~等) を診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口頻回の略疲吸引を長期間必要とする理由(気管切開等の呼吸管理を行つ

ておらず，かつ， 長期間略疾吸引を実施している場合は， 特にその理

由)を記載する。

口実施内容(曙疲吸引等の頻度，略疲吸引に伴う排疲処置等) を記載する。

胆記載例

症例 . 交通自損事故脳挫傷後遺症.発症から 1 80臼超え

9 月 3 1 日

[頻回の暗疾吸引を長期間必要とする理由]

・ ほぽ寝たきり状態で座位は可能。誤礁をしばしば認め， 略疲吸引も毎日

1 日 5 回~1O回施行している。

[実施内容]

略疾吸引を 1 日当たり 8回以上の実施日 : 1 日 ~3 1 日全日

(看護記録あり)

DPC1 . 保外併療 305

。 解釈 p 1434-p 1 437参!!'日

※ 1 r通算対象入院がり とは

次のものをいいます

A l 00一般病株入|流基本料

(特別入院基本料，月平均夜

勤|時間超過i，H'/及び夜勤H寺 IIIJ

特別入院基本料を含み. r注

11 J に規定する療養病棟入

院基本料 l の例により n定す

る場合(歯科点数表第 I î;î第

21~11第 l í!íj逝J'!IJ 1 の規定によ

り医科点数表の例により n定

する場合を含む)を除く)

A 1 04特定機能病院入院基

本料(一般病棟のILj合に |浪

り. r注 9 J に鋭定する療養

病棟入院基本料 l の例により

算定する場合(歯科点数表第

l 章第 2 部第 l 節迎J'!IJ 1 の規

定によ り医科点数表の例によ

り算定する場合を含む)を |除

く )

A I 05専門病院入院基本料

( r注 8J に規定する療謎病事Ii

入院基本料 l の例により n定

する場合(歯科点数表第 1 �;� 

第 2 部第 1 1羽迎則 l の規定に

より医科点数表の例により n

定する場合を含む)を除く)

※ 2 r対象外患者j とは，定

められた状態等にあって，定

められた診療報酬点数に係る

療養のいずれかについて ， 定

められた期間等において笑施

している態者をいい， r 1 J 
~ r l 8J までの状態 に つい

て表形式で示されている

※ 3 r障害老人の日常生活自

立度(寝たきり度) 判定基

準j の活用について(平成 3

年 11 月 1 8日老 他 第 1 02- 2 

号) におけるランク B をさ し

ます

( l 理由と実施内容を記献 し

ます
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掲示事項保険外併用療養費
※医科点数表等に規定する回数を超えて更けた診療であって別に厚生労働大臣が定める
ものに関する事項

本制度は，患者の要望に従い，患者の自己の選択に係るものとして，医科点

数表等に規定する回数を超えて行う診療であっ て， 次の①から①までについ

て，その費用を患者から徴収することができることとしたものです。

①検査 0009)臨場マーカー 患者の不安を軽減

α フェトプロテイン (A F P) する必要がある場

癌胎児性抗原 (C E A) i口h 

前立腺特異抗原 (P S A) 

C A 19-9 

①リハビリ HOOO心大血管疾患リハビリテーシ ョン料 患者の治療に対す

アーション HOOl脳I飢管疾!占!等 リハビリテーシ ョン料 る意欲を i高める必

HOOI -2療用症候併リハビリテーシ ョン料 要がある場合

H002運動部リハビリテーション料

H0031呼l吸撚 リ ハビリテーション料

①精神科専 1008-2精神科ショ ート・ ケア 患者家族の負担を

門療法 1009精神科デイ ・ケア 軽減する必要があ

1010精神科ナイト ・ケア る場合

1010-2精神科デイ ・ナイト・ ケア
」一一一

.規定[記載]

出該診療の実施に当たっては， その旨を診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口患者の要望等により実施した旨を明記する。

口同意書の写しを添付する。

口保険外併用療養費として実施した旨及び内容を記載する。

。 解釈 p 1433 , p 1 434参照

。 本制度に係る特別の料金の

徴収を行おう とする保険医療

機関は， 次のことを行います

. 当該事項について院内の見

やすい場所に分かりやすく

掲示する

・あらかじめ患者に対し，そ

の内容及び質問に 1l!1 して!明

確かつ懇切に説明を行い，

患者の自由な選択に基づ

き，文書によりその同誌を

得る(特別の料金等を明示

した文書に患者側IJの者ー名を

受ける)

- 特別の料金を徴収する滋

合， 保険外併用療怒'fl.の一

部負担に係る徴収額と特別

の料金に相当する自費負担

に係る徴収額を明雄に区分

した当該特別の料金の徴収

に係る領収書を交付する

- 特別の料金等の内容を定め

又は変更しようとする場合

は，別紙様式 1 3 (解釈 p

1 447参照)により地方厚

生(支)局長にその都度報

告する

- 患者から特別の料金を徴収

した保険医療機関について

は，毎年の定例報告の際

に，その実施状況につい

て，地方厚生(支)局長に

報告する




